
令和６年度第１２回美浦村定例教育委員会議事録 

 

◯開会日時   令和７年３月２５日（火）午前 ９時３０分 

◯閉会日時   令和７年３月２５日（火）午前１０時２５分 

◯開会場所   美浦村役場 ３階 大会議室 

◯出席委員等 

教育長           山﨑 満男 

教育長職務代理者      小松 正樹 

委 員           田組 順和 

委 員           林 美恵子 

委 員           武田 美佐登 

◯出席事務局職員 

 教育部長          小山 久登 

学校教育課長        松葉 時男 

指導室長          若林 功 

子育て支援課長       葉梨 裕美 

生涯学習課長        石川 大志 

美浦幼稚園長        矢﨑 和子 

大谷保育所長        広瀬 良子 

木原保育所長        加藤 厚子 

◯欠席委員           なし 

◯傍聴人            ０人 

◯提出議案及び議決結果 

 

案  件 審議結果 

議案第１号 美浦村外国語指導助手（ALT）任用規則 可決 

議案第２号 美浦村教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則 可決 

議案第３号 令和７年度美浦村学校評議員の委嘱について 可決 

議案第４号 
令和７年度美浦村学校医、学校歯科医、学校薬剤師の委 

嘱について 
可決 

議案第５号 美浦村社会教育委員の委嘱について 可決 

議案第６号 美浦村公民館運営審議会委員の委嘱について 可決 

議案第７号 美浦村文化財保護審議会委員の委嘱について 可決 

議案第８号 美浦村立美浦幼稚園運営規程の一部を改正する規程 可決 

報告第１号 
美浦村子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱につい 

て 
－ 

報告第２号 
美浦村児童厚生施設整備基本構想・基本計画策定委員会 

設置要綱について 
－ 

報告第３号 
廃校となった美浦村立小学校の施設の利用に関する要綱 

について 
－ 



○教育長  

ただいまより、令和 6 年度第 12 回定例教育委員会を開会いたします。本日の会議

は全員が出席いただいております。教育委員会会議規則第 17 条第 2項により、議事

録署名委員を指名いたします。林委員にお願いいたします。 

 

【議案第１号 美浦村外国語指導助手（ALT）任用規則について】 

【学校教育課長 説明】 

【公開】 
【議案第１号 原案どおり可決】 
【質疑応答】 
 

○小松教育長職務代理者 

２点ほどよろしいでしょうか。もう来てんですか助手の方たちは、来日している

んですか。 

○教育長 

28 日に村長訪問ということで来庁します。そのあと 29 日、30 日は休みになりま

すので、4月 1 月、2日は、美浦中の方で担当の英語専科の方で成島先生を予定して

おりますので、そこで打ち合わせ等を行う予定でおります。以上です。 

○小松教育長職務代理者 

1 点目ですけれども、この休憩時間が 1時間あるというのは、どんなかたちで、

助手の方たちに説明をされてますか。12 時から 1時間の休憩があるってここに第 10

条の第 1項かな。正午から午後 1 時までは休憩時間とするとなっている。ここのと

ころ教育委員会の方で、こんなふうに休んでくださいっていうことが明確になって

いるのかな、それが 1 点目で。 

あと 2点目は、特別休暇で、例えばホームシックになっちゃって学校に行きたく

ないなとか、ないとは思いますけども、産休、育休なんてことになるような状況が

生まれた場合は、その補充みたいなものっていうのは、どんなかたちでやっていく

のかなっていうその 2 点。 

○松葉学校教育課長 

ただいまの小松教育長職務代理者のご質問にお答えいたします。 

まず 1点目なんですけども、休憩時間、こちらにつきましては、ＡＬＴも学習充

実指導講師等とかと同じような会計年度任用職員になりますので、この休憩時間の

とり方につきましては、今後学校の方とも協議してどういう時間で取るのかという

ところは決めていきたいと考えております。 

2 点目のＡＬＴが欠員になった場合というんですかね、ホームシックとかってい

うときなんですけども、こちらＡＬＴ自体は直接雇用してるんですけども、このＡ

ＬＴの管理をする業務について、今回このＡＬＴを紹介してくれた業者の方に、そ

の管理の方の委託をお願いしておりまして、その業者の方で日本の生活の補助から、

そういう学校とＡＬＴとの橋渡しっていうんですかね、そういうところと、あと欠

員になった場合の補充、新しいＡＬＴの紹介等をその業者と契約して、業務委託で

お願いしておりますので、そのような特別休暇とかで長期に不在になるときには、

新しいＡＬＴを補充するというかたちで対応することで考えております。以上です。 

○田組委員 

自分の方は任用ではなくて、実際に今度、この方たちの運用の部分になってくる



と、以前は委託っていうことになっていたので、そちらの方の業者でＡＬＴに対し

ての研修であったりとか、そういった部分っていうのをやってくれていたりとか、

実際に授業を見に来てっていうことがあったと思うんですね。 

今回は、そういう意味で指導室の役割がもしかしたら大きくなってくるのかな。

そこら辺のところは何か聞くと、あんまりＡＬＴとして慣れてない方だったりとか、

村として一番今度大きく英語教育ってことを売り出していくっていう中で、ＡＬＴ

の人たちに、どう研修をしていったりとか、そういうことが必要なのか、それとも

それでなくてやっていけることなのか、そこら辺のところを、人数も人数ですし、

実際に学校の中に入ってったときに、授業との兼ね合いっていうかあるとは思うん

ですけど、どういうふうになってるのか教えてもらえれば。 

○若林指導室長 

田組委員のご質問にお答えいたします。 

まず、研修につきましては、先ほど学校教育課長よりありました、仲介している

業者がありますのでそちらが研修を担うことになっており、実際にどのような研修

をされていて、どのようなＡＬＴが活躍されてるのかは、今年度、視察等を通して

見て参りました。 

先ほど業務内容として、補助業務と書いてありますけども、主としてやれるぐら

いの力量を持たれている方々が今回配置していただけますので、その点、指導室が、

私たちが何かしなければというよりも、きちっとシステムがもうできていると認識

していただいて結構だと思っております。 

○田組委員。 

そうすると、前と同じようなＡＬＴに関してはそれで大丈夫っていうかたちで、

会社が変わっただけっていう、その研修に関しての意味で言うとそういうことで大

丈夫なんですか。 

○若林指導室長 

前以上に大丈夫だと、こちらとしては実感しておりますので、大丈夫です。また、

付け加えになりますが教職員の先生方への英語の研修、こういったものも計画して

おります。これもこの仲介してくださってる業者が、積極的に関わってくれており

ますので、村が掲げている英語教育っていうものは、かなり推進できると現在のと

ころ考えております。 

 

【議案第２号 美浦村教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則】 

【学校教育課長 説明】 

【公開】 
【議案第２号 原案どおり可決】 
【質疑なし】 

 

【議案第３号 令和 7 年度美浦村学校評議委員の委嘱について】 

【学校教育課長 説明】 

【非公開】 
【議案第３号 原案どおり可決】 
【質疑なし】 

 

 



 

【議案第４号 令和 7 年度美浦村学校医、学校歯科医、学校薬剤師の委嘱につい 

て】 

【学校教育課長 説明】 

【非公開】 
【議案第４号 原案どおり可決】 
【質疑なし】 

 

【議案第５号 美浦村社会教育委員の解嘱並びに委嘱について】 

【生涯学習課長 説明】 

【非公開】 
【議案第５号 原案どおり可決】 
【質疑なし】 

 

【議案第６号 美浦村公民館運営審議会委員の解嘱並びに委嘱について】 

【生涯学習課長 説明】 

【非公開】 
【議案第６号 原案どおり可決】 
【質疑なし】 

 

【議案第７号 美浦村文化財保護審議会委員の委嘱について】 

【生涯学習課長 説明】 

【非公開】 
【議案第７号 原案どおり可決】 
【質疑なし】 

 

【議案第８号 美浦村立美浦幼稚園運営規程の一部を改正する規程について】 

【美浦幼稚園長 説明】 

【公開】 
【議案第８号 原案どおり可決】 
【質疑なし】 

 

【報告第１号 美浦村子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱について】 

【子育て支援課長 説明】 

【質疑なし】 
 

【報告第２号 美浦村児童厚生施設整備基本構想・基本計画策定委員会設置要綱 

について】 

【子育て支援課長 説明】 

【質疑なし】 
 

【報告第３号 廃校となった美浦村立小学校の施設の利用に関する要綱について】 

【生涯学習課長 説明】 

【質疑応答】 



○教育長 

これの中身の周知は、どういうかたちで、団体とか、そういう方々への周知、お

知らせというものは、会議でやる場がありますか。 

○石川生涯学習課長 

先ほどの説明でも申し上げた通り、利用される団体については、従前から利用さ

れていた団体を想定しておりまして、そこは個々に説明をさせていただいておると

ころでございます。 

 

【その他 美浦村議会定例会の議決状況の報告について】 

【教育部長 説明】 

【質疑なし】 

 

○教育長 

以上をもちまして令和 6 年度第 12 回定例教育委員会を閉会といたします。 

 


